
- 1 -

〔参考３〕

（ ） （ ）海洋基本計画 原案 に対する参与からの主な御意見について ポイント

章 御意見 事務局の考え方

全 体 原案を基本的に支持する。

第１部はもっと基本的な方針を書 一般読者を想定し、総論・第１部
くべき。第２部の施策の概要の羅列 を読めば具体的な施策が概ねイメー
となっているのではないか。 ジできるよう、第２部の内容も必要

に応じ取り込んでいます。

耳慣れない用語が散見される。 公表に際し、用語解説を添付する
方向で検討します。

総 論 現下の諸問題に対する危機感が薄 第１部及び第２部で具体的記述に
い。 努めたところです。

海洋新産業創出とそれを支える科 予算については、基本法16条7項に
学技術、人材育成を図るための予算 おいて、政府は毎年度、財政の許す
規模を示すことが必要。 範囲内で必要な措置を講ずるよう努

めなければならないと規定されてい
。ます

。「未知のフロンティア」という用 御意見を踏まえ修文を検討します
語は適切か。

。(2)で制定についての記述がある海 御意見を踏まえ修文を検討します
洋基本法を、(1)で引用するのは違和
感がある。

。新たな海洋立国は「広大な海域を 御意見を踏まえ修文を検討します
基盤とする開かれた海洋国家」を目
指す旨記述すべき。

。基本計画を「指針」と表現するべ 御意見を踏まえ修文を検討します
きでない。

1- 1 海洋の開発と利用に関する部門別 水産、資源・エネルギー、海運の
の詳しい説明が中心となり、タイト 部門ごとに調和の手法が異なること
ルである開発・利用と環境保全の調 から、その内容に言及することが不
和という基本方針の丁寧な説明にな 可欠であると考えます。
っていないのではないか。

。「両者の調和」が何を指すのかわ 御意見を踏まえ修文を検討します
かりづらい。

れている未利用生物資源の開発について記 御趣旨は、原案2-3に含ま
載すべき。 。ものと考えます

（2-1にも同趣旨の御意見あり）

いるも1- 2 中東ルートのシーレーン、西太平 御趣旨は、原案に含まれて
洋の海洋権益を認識して海洋の安全 。のと考えます
確保を考えるべき。
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。1- 2 海洋の安全上問題のある行為とし 御意見を踏まえ修文を検討します
て、海上テロに言及すべき。

いるも公海を含む海洋の安全確保のため 御趣旨は、原案に含まれて、
制度上の整備を明記すべき。 。のと考えます

。エネルギー輸入に限らず、貿易全 御意見を踏まえ修文を検討します
般について、安全確保は重要。

いるも海上における作業も安全確保の対 御趣旨は、原案に含まれて
象とすべき。 。のと考えます

1- 3 海中工学技術、物理探査技術、資 個々の技術について記述してはい
源掘削技術等を我が国の自主開発技 ませんが、御趣旨は第２部にて包括
術として育成することが必要。 的に含まれてい 。るものと考えます

いるも産・学・官の有機的な連携のため 御趣旨は、原案に含まれて
の枠組みづくりは極めて重要。 。のと考えます

海洋研究等の発展のため、米国シ 2-7(4)「新しい構想の推進システ
ーグラント並の規模の海洋独自の助 ムの構築」にて対応し 。てまいります
成プログラムが必要。

。次世代を担う青少年に対し、普及 御意見を踏まえ修文を検討します
啓発活動だけでなく教育の充実が必
要。

1- 4 外航海運業 内航海運業 水産業 海洋産業はいずれも重要と考えて、 、 、
造船・舶用工業等については個別に いますが、記述については、海洋施
記述があるが、その他の重要な海洋 策として集中的・総合的推進が必要

としたいと産業についても記述すべき。 なものに絞り込んだもの
（2-8にも同趣旨の御意見あり） 。考えます

。船舶の数や船員の数に関わる記述 御意見を踏まえ修文を検討します
に誤解を惹起する表現が見られるの
で表現を見直すべき。

、 「 」1- 5 「海洋の総合的管理」及び「沿岸 御趣旨は 1-5 海洋の総合的管理
域の総合的管理」に関して、世界第 及び2-9「沿岸域の総合的管理」にお
６位に拡大した広大な海洋空間の国 いて含ま 。たれているものと考えます
家による管理を目的とした「海洋(空 だ、これらの記述は、今後、必要な
間)管理法(仮称)」や、国の指針・支 検討を行い、適切な措置を講じると
援の下に地方公共団体が中心になり の記述となっており、このため、第、
多様な関係者が参加する沿岸域の総 ３部において確定的な記述は避ける
合的管理に関する法制度の構築を検 必要があると考えます。
討すべきことを書くべき。 なお、法律は海洋管理等の手法で
また、第３部に 「関係者の相互の連 あり、今後、計画に基づき、海洋管、
携・協力」の下に沿岸域の総合的管 理等の目的、実施内容等の検討を進
理に取り組むことが重要である旨、 める中で必要性も含め整理されてい
挿入して欲しい。 くものと考えています。
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。1- 5 「…深刻化している問題に個別具 御意見を踏まえ修文を検討します
体的に対応する必要」とあるが、こ
れではバラバラに対応するように見
え、法律の趣旨に反する。

。1- 6 国際協力・国際協調を推進する上 御意見を踏まえ修文を検討します
で、優先的・重点的な案件の分析・
検討が望ましい。

いるも2- 1 海洋資源について、賦存量のマッ 御趣旨は、原案に含まれて
ピングのみならず、産業可能性の評 。のと考えます
価が重要。

いるも国の探査の成果は、民間企業のみ 御趣旨は、原案に含まれて
ならず、大学・研究機関にも公開す 。のと考えます
べき。

いるもメタンハイドレートについて、実 御趣旨は、原案に含まれて
際のフィールドでのガス産出試験等 。のと考えます
が最重要課題。

海底熱水鉱床について、平成２４ ５年以内に実現できるかは不透明
年度までに採鉱実験・経済性評価等 と考えます。
を行うべき。

るもの洋上風力発電について、実証的研 御趣旨は原案に含まれてい
究と早期実用化を推進すべき。 。と考えます

。波力・潮汐発電について、我が国 御意見を踏まえ修文を検討します
の海域に適する独自の開発を行うべ
き。

。2- 3 海洋エネルギー・鉱物資源は短期 御意見を踏まえ修文を検討します
的な商業化が難しいものばかりでは
ない。

。海底熱水鉱床は、採鉱技術等の開 御意見を踏まえ修文を検討します
発・適用を行うべき。

いるも「海洋エネルギー・鉱物資源開発 御趣旨は、原案に含まれて
計画」は、技術ロードマップ等を策 。のと考えます
定すべき。

いるも2- 4 海上輸送の質の向上に関し、船舶 御趣旨は、原案に含まれて
からの二酸化炭素・環境汚染物質の 。のと考えます
排出量削減等新たな課題に対処する

。ための技術開発について明記すべき

。海上輸送の質の向上に関し、船舶 御意見を踏まえ修文を検討します
解体に伴う環境破壊の防止にも配慮
した表現が必要。
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含ま2- 6 海洋情報管理の体制も含め、海洋 御趣旨は、原案において一部
調査・海洋情報整備の国家戦略を策 。れているものと考えます
定すべき。

海洋安全にも活用できる新たな統 2-7(4)「新しい構想の推進システ
合的海洋監視・観測システムを構築 ムの構築」にて対応し 。てまいります
すべき。

。2- 7 個別技術分野への「資源配分」と 御意見を踏まえ修文を検討します
、 。いう表現は 天然資源と紛らわしい

「事前評価による計画的な取組」 御意見を踏まえ、これまでにない
に示されている取組では従来の取組 取組であることがわかりやすくなる
からの飛躍が期待できない。 よう修文を検討 。します

2- 8 「新たな海洋産業の創出」に向け 2-7(4)「新しい構想の推進システ
た多くの提案があったが、具体的に ムの構築」にて対応し 。てまいります
書き込めないのか。

部含ま2-11 二酸化炭素の海洋表層酸性化、海 御趣旨は、原案において一
中隔離等による生態系影響について 。、 れているものと考えます
国際協力を率先して行うべき。

。 。防衛省の活動も視野に入れるべき 御意見を踏まえ修文を検討します

2-12 海洋教育等の発展のため、米国シ 2-7(4)「新しい構想の推進システ
ーグラント並の規模の海洋独自の助 ムの構築」にて対応し 。てまいります
成プログラムが必要。

。小中学校における海洋教育に係る 御意見を踏まえ修文を検討します
記述を充実すべき。

3 計画実行における総合海洋政策本 本部の役割については基本法で位
部のリーダーシップのあり方につい 置付けられています。
て記述すべき。

計画推進のための検討委員会の設 計画に記載された施策のフォロー
置が必要。 アップは、参与会議の意見等を踏ま

えつつ行う旨記載しているところで
す。


